
別紙様式１

補助金等名：

２　総合評価

見直し基準の適用 評価機関の評価・意見等

Ⅰ 　□廃止　（２０点未満）

　特定非営利活動促進法に基づいた団体や公益性
の高い活動を行う団体等を支援するものであり、
市民参加・協働を推進するために有効な補助と認
められる。

Ⅱ 　□見直し（２０点以上２４点未満）

Ⅲ 　□見直し（２４点以上３０点未満）

Ⅳ 　■継続　（３０点以上３６点未満）

Ⅴ 　□継続　（３６点以上）

適格性

　個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団体等に対する
補助金等は全項目について採点す

5

 (1)補助金等の支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること

 (2)補助金等の支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと

 (3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切である

 (4)団体等において適正な監査機能を有していること

 (5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれていること

【採点合計】 34

必要性

 (1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 4

計 7
 (2)行政と市民の役割分担のなかで、真に補助すべき事業・活動で
   ある

3

効果性

 (1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供するこ
   とのないこと

4

計 7

 (2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 3

評価項目 内　　　　　　　容 採　　　点

公益性

 次の項目のいずれかに該当しているか

5
×
３

15

 (1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの

 (2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの

 (3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの

 (4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの

 (5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極的に奨
 　励しようとするもの

北広島市外部評価委員会補助金評価表　　（現行補助金用）

公益活動事業補助金

１　個別評価（採点）

　　　　５点・・・大いに認められる 　２点・・・あまり認められない

　　　　４点・・・認められる 　１点・・・認められない

　　　　３点・・・やや認められる



別紙様式１

補助金等名：

２　総合評価

見直し基準の適用 評価機関の評価・意見等

Ⅰ 　□廃止　（２０点未満）

　地球温暖化防止及び地球環境保全加わえて原発
依存脱却の観点からも促進していかなければなら
ない事業であり、積極的補助が必要であろう。
　現補助対象件数(３１軒)を増加させるために
も、補助金（１戸当たり）の増額も視野に入れる
べきである。

Ⅱ 　□見直し（２０点以上２４点未満）

Ⅲ 　□見直し（２４点以上３０点未満）

Ⅳ 　■継続　（３０点以上３６点未満）

Ⅴ 　□継続　（３６点以上）

適格性

　個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団体等に対する
補助金等は全項目について採点す

5

 (1)補助金等の支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること

 (2)補助金等の支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと

 (3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切である

 (4)団体等において適正な監査機能を有していること

 (5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれていること

【採点合計】 33

必要性

 (1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 5

計 10
 (2)行政と市民の役割分担のなかで、真に補助すべき事業・活動で
   ある

5

効果性

 (1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供するこ
   とのないこと

3

計 6

 (2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 3

評価項目 内　　　　　　　容 採　　　点

公益性

 次の項目のいずれかに該当しているか

4
×
３

12

 (1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの

 (2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの

 (3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの

 (4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの

 (5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極的に奨
 　励しようとするもの

北広島市外部評価委員会補助金評価表　　（現行補助金用）

太陽光発電システム等設置補助金

１　個別評価（採点）

　　　　５点・・・大いに認められる 　２点・・・あまり認められない

　　　　４点・・・認められる 　１点・・・認められない

　　　　３点・・・やや認められる



別紙様式１

補助金等名：

２　総合評価

見直し基準の適用 評価機関の評価・意見等

Ⅰ 　□廃止　（２０点未満）

　高齢化社会に伴い必要な事業であるが、老人ク
ラブの加入率は１割程度となっており、地域の高
齢者が多く参加するよう老人クラブ活動の活性化
を図る必要がある。

Ⅱ 　□見直し（２０点以上２４点未満）

Ⅲ 　□見直し（２４点以上３０点未満）

Ⅳ 　■継続　（３０点以上３６点未満）

Ⅴ 　□継続　（３６点以上）

適格性

　個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団体等に対する
補助金等は全項目について採点す

4

 (1)補助金等の支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること

 (2)補助金等の支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと

 (3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切である

 (4)団体等において適正な監査機能を有していること

 (5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれていること

【採点合計】 30

必要性

 (1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 4

計 7
 (2)行政と市民の役割分担のなかで、真に補助すべき事業・活動で
   ある

3

効果性

 (1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供するこ
   とのないこと

3

計 7

 (2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

評価項目 内　　　　　　　容 採　　　点

公益性

 次の項目のいずれかに該当しているか

4
×
３

12

 (1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの

 (2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの

 (3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの

 (4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの

 (5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極的に奨
 　励しようとするもの

北広島市外部評価委員会補助金評価表　　（現行補助金用）

老人クラブ連合会運営費補助金

１　個別評価（採点）

　　　　５点・・・大いに認められる 　２点・・・あまり認められない

　　　　４点・・・認められる 　１点・・・認められない

　　　　３点・・・やや認められる



別紙様式１

補助金等名：

２　総合評価

見直し基準の適用 評価機関の評価・意見等

Ⅰ 　□廃止　（２０点未満）
　市民と一体となって交通事故抑制のための各種
運動をおこなうためのものであり、必要性は理解
できる。
　しかし、事務局が市におかれており、市が企
画、実施しているといえる事業もある。交通安全
運動推進委員会が行なう事業を整理して、同委員
会の独自の活動に限定して補助対象とすべきであ
る。

Ⅱ 　□見直し（２０点以上２４点未満）

Ⅲ 　■見直し（２４点以上３０点未満）

Ⅳ 　□継続　（３０点以上３６点未満）

Ⅴ 　□継続　（３６点以上）

適格性

　個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団体等に対する
補助金等は全項目について採点す

3

 (1)補助金等の支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること

 (2)補助金等の支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと

 (3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切である

 (4)団体等において適正な監査機能を有していること

 (5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれていること

【採点合計】 29

必要性

 (1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 4

計 7
 (2)行政と市民の役割分担のなかで、真に補助すべき事業・活動で
   ある

3

効果性

 (1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供するこ
   とのないこと

4

計 7

 (2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 3

評価項目 内　　　　　　　容 採　　　点

公益性

 次の項目のいずれかに該当しているか

4
×
３

12

 (1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの

 (2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの

 (3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの

 (4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの

 (5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極的に奨
 　励しようとするもの

北広島市外部評価委員会補助金評価表　　（現行補助金用）

交通安全運動推進委員会交付金

１　個別評価（採点）

　　　　５点・・・大いに認められる 　２点・・・あまり認められない

　　　　４点・・・認められる 　１点・・・認められない

　　　　３点・・・やや認められる


